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年 頭 の 所 感

通商産業省資源エネルギー庁 次長 深 沢 亘

新春 を迎え るに当た り,謹 んでお慶び を申し上げます とともに,所 感の一端 を申

し述べ,年 頭 の御挨拶 といたします。

最近のエネルギー需給構造 を巡 る環境 を概観致 します と,需 要面では,世 界的 な

景気拡大が続 く中,特 に石油需要が世界的に急増 してお り,我 が国において も景気

の拡大 に加 え,自 動車,家 電製品の大型化 等のライフスタイルの変化 などによって,

近年 エネル ギー需要が急増 してお ります。一方,供 給面では,90年 代,非OPEC

産油国におけ る原油生産能力減退 などが見込 まれてお り,こ の結果,90年 代 半ば以

降 には石油供給 の不安定化 と石油需給の逼迫化 が進展す ると予想 されてお ります。

この ようにエネルギー需給 を巡 る環境 は,今 後厳 しさを加 えてい くと考 えちれ ま

すが,近 年,更 にこれに大 きな影響 を与 える要 因 として,地 球温暖化問題への関心

の高 ま りが あげ られ ます。これは,人 間の諸活動か ら生 じるCO2等 の温室効果ガス

が大気 中で濃度 を増す ことによって世界的に気温が上昇し,地 球環境に大 きな影響

を及ぼす というものであ ります。 この問題 は,そ の規模 も大 きく影響が全世界に及

ぶ こ とか ら,サ ミット,オ ランダ環境大 臣会合 等様々な場 で議論 され,世 界 の最重

要課題 の一つ として各国が積極的 にその対応に取 り組 んで きてお ります。

こうしたCO2の 発生は,化 石 燃料 の燃焼 に大 き く依存 していることか ら,そ の発

生 を抑 え るためには,エ ネルギー政策面での対応が不可欠 であ り,我 が国 としては,

従来に も増 してエネルギー利用効率 の向上や新 ・再生可能エネル ギーの利用拡大,

原子力発電の着実 な推進 を図ることとしてお ります。 しか しなが ら,こ うした対応

策 を実施 してい くためには,そ の経済活動,生 活様式等,国 民生活に与 える影響 が

広範かつ重大であることか ら,各 界 の知 見 を広 く集積 して国民的 なコンセンサ ス作

りを進めてい くことが重要 であるといえましょう。(ふ か ざわ わたる)
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軽油の低硫黄化 をめ ぐる情勢 と大型

デ ィーゼル車 における排気浄化の技術課題

田 村 啓 一・

は じめに

現在,日 本のみならず欧米において も大型

ディーゼル車の排気エ ミッション,と りわけ

NOxや パティキュレー トの低減 およびこれ

らの対策技術に関す る議論がなされている。

現在なされている排気浄化 に関す る議論は,

現状の排出規制強化の動 きが従来より実施 さ

れているエンジンによる対応のみでは達成不

可能 との判断から,軽 油の品質など燃料面や

パティキュレー トトラップの使用など後処理を

含んだ総合的な排気浄化対策技術に及んでいる。

軽油の低硫黄化 をめ ぐる議論は,軽 油中の

硫黄分が排気エ ミッションに与える影響やエ

ンジン及び後処理装置の寿命に与える影響 な

どの懸念か ら波及 した。 しか しながら,具 体

的な低硫 黄化 を求める理由は,そ れぞれの国

や地域の環境情勢の相違や要求される規制 レ

ベルの相違などから,異 なっている。

このような背景か ら本報では,ま ず①それ

ぞれの国や地域の大型ディーゼル車の排気エ

ミッション規制の動向と軽油の低硫 黄化 を求

める背景 を示 し,そ の後に②ディーゼル車の

排気浄化対策や技術課題,③ 現状の軽油の品

質,④ 軽油中の硫黄分が排気エ ミッションお

よびエンジン摩耗 に与える影響について報告

する。

1.内 外動向及び背景

1.1米 国のディーゼル排 出ガス規制及び軽

油の低硫 黄化動向

米国におけるディーゼル排出ガス規制や軽

油の低硫 黄化をめ ぐる議論は連邦政府 とカ リ

フォルニア州を中心になされている。公表 さ
ヨ

れ た規 制 や 規 制 案 は,現 実 に 多 くの 環 境 問題

を 抱 え て い る カ リ フ ォ ル ニ ア州 で よ り厳 し

い。 軽 油 の 低 硫 黄 化 を め ぐる議 論 は,デ ィ ー

ゼ ル排 出 ガ ス 中 の パ テ ィ キ ュ レー トの 処 理 問

題 や,大 気 中 で の 二 次 粒 子 の 生 成 抑 制 問 題 か

ら波 及 し た。

連 邦 政 府 の 動 向:

①1985年3月EPA(EnvironmentalProtec-

tionAgency=環 境 保 護 庁)に よ る デ ィ ー

ゼ ル 排 出 ガ ス 規 制 ス ケ ジ ュー ル(一 部 手 直

しの 結 果,現 在 表1と な る)が 公 表 され る。

1988年 モ デ ル よ り 大 型(HD:Heavy

Duty)デ ィ ー ゼ ル 車 の パ テ ィ キ ュ レー ト規

制 が 開 始 さ れ る。

② 上 記 ス ケ ジ ュ ー ル の パ テ ィ キ ュ レ ー ト

0.25(and/orO.1)9/BHP-hr規 制 で は,パ

テ ィ キ ュ レー ト トラ ップ が 必 要 で あ る と の

議 論,お よ び トラ ップ 使 用 時 は 軽 油 中 の 硫

黄 分 を0.05(Wt%)に す る 必 要 が あ る との

議 論 が 盛 り込 まれ る。
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、
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③EPAよ り委託 された民間調査会社の軽油

の低硫黄化に伴 うコス ト試算結果では,現

状設備のままで,軽 油硫黄分 を0.05(wt%)

にすることが可能 との判断が出されたが,

NPRA(全 米石油精製業連盟)は 独 自の

データを基にとうていあ り得ない事である

との反論 を提出する。

④1987年EPAに より石油,エ ンジン業界

など関連団体にたいす る軽油の硫黄問題 に

対する調整が要請される。

⑤1988年 石油,エ ンジン業界など関連団体

による9項 目の合意が成 され る。この合意

の骨子は,軽 油の品質(セ タン指数=40以

上,硫 黄分:0.05wt%以 下)及 び,ミ スフ

ユーエ リング(入 れ間違い)対 策である。

⑥1989年8月EPAに よる前記合意の採用

が公表 され,意 見聴取が開始 される。

表1米 国連邦政府の大型(HD)デ ィーゼルエンジンの排気規制

Model Particulate NOx
Comments

Year (9/BHP-hr) (g/BHP-hr)

1988

1990

1991

1994

0.60

0.25

0.10

0.10

10.7

6.0

5.0

5.0

5.0

FirstHDDEparticulatestandard

Delayedfrom1988bycourtorder

AllHDDE'sexcepturbanbuses

urbanbusesonly

AllHDDE's

カ リフ ォ ル ニ ア 州 の 動 向:

①1985年1月 よ りSouthCoastAirBasin

(SCAB)及 びVenturaCountyで,大

気 中 で の 二 次 粒 子 の生 成 抑 制 を 目的 と した

軽 油 の 硫 黄 分 を0.05wt%と す る規 制 が 実

施 さ れ る。(小規 模 製 油所 か らの製 品 は適 用

除 外)

②1989年1月 よ り前 記2地 域 に お け る全 て の

軽 油 の硫 黄 分 が0.05wt%と な る。

③1988年11月,1993年 か ら全 州 に わ た る軽 油

の 硫 黄 分 を0.05wt%と す る規 制 案 が 提 案

され る。

1.2欧 州 の デ ィー ゼ ル 排 出 ガ ス規 制 及 び 軽

油の低硫黄化動向

ヨーロッパにおける動向は,EEC(欧 州経

済共同休)と ス トックホルム・グループに大別

され,後 者は環境問題重視の観点か ら厳 しい

規制値 を制定する傾 向がある。ただしス トッ

クホルム ・グループ と呼ばれる中にはEEC

加盟国がある点やEEC加 盟国の中にも厳 し

い規制値 を求める国がある点など,今 後のス

ケジュールは流動的 と思われ る。

EECの 動向:

①酸性雨など広域にわたる環境問題からディ

ーゼル排出ガス規制強化の方向がある。(表

2参 照)
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②大型(HD:HeavyDuty)デ ィーゼル車の

パティキュレー ト規制が検討 されてお り,

測定法 を開発中である。当面の規制 レベル

は後処理 を必要 としない範囲と予測されて

いる。

③軽油の硫黄分に関しては,1992年 に予定さ

れているEEC市 場統合化に伴う石油製品

の規格統一化の必要性や米国から波及 した

パティキュレー トに関す る議論か ら規格統

一化や低減化の方向にある。

(表3参 照)

④EEC加 盟国におけ る軽油の硫黄分を更に

低減 しようとした場合,加 盟各国におけ る

石油(製 品)の 精製,流 通,販 売あるいは

輸出入実態の相違が ら,必 要 となる費用は

大きく異なる。

⑤EEC加 盟主要国の中では,西 ドイツが厳

しい規格 を指向 している。.

表2EECの 大型(3.5t以 上)デ ィーゼル車の排気規制推移 ＼
も
ノ

Exhaustemissionregulation(g/kWh) Effectivedate

CO HC NOx NewModels AllProduction

従来規格 14.0 3.5 18.0

改正規格 11.2 2.4 14.4 1.7.1988 1.10.1990

注:規 格 は型式認定時 で,生 産 品には10%の 許容が認め られ る。

表3EECの 軽油中の硫黄分規制値(調 査時期1989年 初頭)

国 名

ベ ル ギ ー

デ ン マ ー ク

ア イ ル ラ ン ド

イ タ リ ア

フ ラ ン ス

ル ク セ ン ブ ル グ

ダ

ン

ス

ツ

ヤ

ルガ

ン

イ

リ

イ

シ

ト

ラ

ペ

ギ

ド

リ

レノ

オ

ス

イ

西

ギ

ポ

軽油 中の硫黄含有量(最 大値,wt.%)

0.3(1989年10月1日 よ り一〇.2)

0.2(1988年11月1日 よ り)

0.3

0。3

0.3

0.3(1989年10月1日 よ り0.2)

0.2(1988年10月1日 よ り)

0.3

0.3

0.2(1988年3月1日 よ り)

0.3(1989年1月1日 よ り)

0.3(1989年1月1日 よ り)

ス トックホルム ・グループの動向:

①ディーゼル排 出ガス規制や軽油の硫黄分の

規制 レベルはEECよ り厳 しい。最終的に

は米国並みを指向か?た だし硫黄分以外の

軽油の品質は米国よりヨー ロッパの方が高

く,硫 黄分以外は,EECと 同一歩調をと

るもの と思われ る。

②EEC周 辺諸国における規制はEECと 同

一な測定法を用い,規 格値のみが厳 しいも

のとなるもの と思われる。

ヘ
ノ
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1.3日 本におけるディーゼル排出ガス規制

及び軽油の低硫黄化動向

わが国におけ る大気環境は先進諸外国に比

較 して格段に改善されてきているものの,市

街地域,と りわけ沿道における環境基準の達

成状況は今だ不十分,あ るいは悪化の状態に

ある。この原因としては依然 として無 くなら

ない交通渋滞や 自動車の増加の一因と考 えら

れているが,ガ ソリン車 と比べて排気ガス浄

化技術の到達度の低いディーゼル車の増加の

寄与が最 も大きいと観 られている。 日本 にお

ける軽油の低硫黄化 をめ ぐる議論は,NOx

低減を目的としたEGR(排 気ガス再循環)

装着に対する対策 として開始 された。

日本における経緯=

①環境測定局 におけるNO2測 定値の再上昇

の傾向(図1参 照)

②環 境庁 に よるデ ィーゼ ル排 出ガ ス中 の

NOx規 制の再強化の動 き

③ディーゼル トラック,バ ス生産各社による

EGR(排 気ガス再循環)装 着の検討。(ただ

し トラック,バ スへのEGR装 着は,世 界

的には採用の方向にはなく,日 本で考 えざ

るをえない背景には,現 在の 日本のNOx

(ppm)
0.05

0.04

年

平0.03

均

値0
.02

0.01

規制 はす でに提案 されて い る諸外 国 の

NOx規 制 より厳 しいとの判断がある)

④環境庁,軽 油 中の硫黄分による腐食摩耗の

増大の懸念により影響調査

⑤環境庁による軽油の低統 黄化に伴 う石油精

製業界の影響調査

⑥環境庁,中 央公害対策審議会の答申により,

今後のディーゼル排出ガス低減 目標 を公表

予定(12月)

日本における今後のディーゼル自動車排出

ガス規制:

①NOx規 制の再強化

② トラック,バ スへのパティキュレー ト規制

導入。(なお今後の大型ディーゼル自動車排

気ガス規制では従来のデK一 ゼル6モ ー ド

試験に替わ り新モー ドによる規制がなされ

るもの と考 えられている。)

日本における今後の軽油の硫黄分:

① トラック,バ スへのパティキュレー ト規制

導入に合わせ,現 行0.5wt%を0.2wt%に

低減

②ディーゼル排出ガス浄化技術や規制値の推

移 を参考 としながら最終的には,米 国で検

討 されている0.05wt%ま で低減

自動車排出ガス測定局継続22局 平均

。認 讐調 響轟2糖 輸㌔留
e'0

・034…27…270・028…27

。.。25。.。25・ ・26

0.0220020

0.021

OII召$II454647

0.028
0.0250・0260.0260.026

一 般 環 境 大 気 測 定 局 継 続15局 平 均

0.0280
・0250

.024

484950515253545556575859606162

図1わ が 国 のNO2測 定 値 経 年 変 化1)(年 度)
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2.デ ィーゼルエンジンの排気特性,排 気

浄化対策,問 題点

環境問題か ら波及 したディーゼルエンジン

の排気問題 では,NOxや パ ティキュレー ト

の規制値,お よびこれ らの対策技術が クロー

ズアップされ議論 される。 しか しなが ら,こ

ういった議論のみでは,"ガ ソリンエンジンで

は成 しえた排気の浄化が何故ディーゼルでは

難iしいか?"

といった素朴な疑問が残 るのみならず本質的

な問題点の所在が明確 とならない。そこで本

章では,デ ィーゼルエンジンの排気浄化の対

策技術の前提にあるエンジンの燃費 と耐久性

直噴式(DI)

図2

ディーゼルエンジンにおける燃焼では,図

3で 示 したように噴射 された燃料は,遅 れ期

間ののち自己着火 し,予 混合燃焼 を主体 とし

た初期燃焼に入 り,そ の後空気 と燃料 との混

合速度が律速条件 となる拡散燃焼が続 く。初

期燃焼時における燃焼量は着火遅れに依存す

の維持の問題やディーゼル機関の燃焼特性 を

考慮 しなが らデ ィーゼルエンジンの排気特

性,排 気浄化対策,お よび問題点を整理 した。

2.1デ ィーゼルエンジンの燃焼及び排気の特1生

ディーゼルエンジンには,図2に 示 した二

つのタイプがある。直噴式(DI)は,燃 料

をピス トン頂部に設けた凹形の燃焼室内に直

接噴射す るもので,中 ・大型のバスや トラッ

クのエンジンの大半がこのタイプである。 こ

れに対 し,副 室 を設け,圧 縮工程で高速で流

入する気流中に燃料 を噴射 し,部 分的に燃焼

した混合気をそこから主室に噴出させて燃焼

させ る副室式(IDI)が あ り,も っぱら乗

用車や小型 トラックなどに使われている。

副室式(IDI)

デ ィー ゼ ル エ ンジ ン の タ イ プ25

ることか ら,こ の際の最高温度は燃料の噴射

時期 を遅 らせ る(タ イミングリター ド)こ と

により抑制が可能である。副室式では機関の

特性上直噴式 と比較 して初期燃焼時の最高温

度の抑制には有利である。ディーゼルエンジ

ンの燃焼時におけるNOxと パティキュレー

6
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トの発生状況の一例 を図4に 示 した。本図で

観 られ るようにNOxは,燃 焼室内の温度が

高いほど発生 し易 く,一 度生成 したものは消

えに くく排気中にそのまま含 まれることにな

る。他方パティキュレー ト(Soot)の 場合,発

生量においてはNOxと トレー ドオフの関係
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になる点,燃 焼室内で燃焼することにより濃

度が下が る点などNOxと は異なる。これ ら

のことから,NOx対 策 としては燃焼室内の

温度 を上げないこと,パ ティキュレー ト対策

としては如何にパティキュレー トを燃焼させ

るかが排気対策の上からは重要 と考えられる。

直噴式ヱンジンの場合 餐

《灘 奪
■一一40204060

グランク角度

図3デ ィーゼルエンジンの

熱発生パターンの比較3)

直噴式 と副室式のNOxと パテイキュ レー

トの発生状況の比較では図5に 示 されるよう

に,副 室式の方がいずれの排出 も低 レベルと

なる領域があ り,環 境対策上は有利である。

このような副室式の優位性に もかかわらず,

中 ・小型のエンジンについて も直噴式への転

換がすすめ られている背景には,直 噴式の燃

費が副室式に比べて優れている点がある。す

なわち,今 日のディーゼルエンジンの排気問

題 は,燃 料経済性 に優れた直噴式ディーゼル

エンジンの排気中のNOxと パテイキュレー

トの同時低減化問題 と言えよう。

ディーゼルエ ンジンにおける燃焼条件 とし

ては,NOxと パティキュレー トの発生の少

図4
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デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン に お け る

NOxと ス ス の 発 生 状 況4)

ない領域が選ばれるのは当然のことである。

この結果,す でに示 した図5で 分かるとうり

当量比(Fue1/AirEquivalenceRatio)は1

よ りかな り低い条件,す なわち空気が大過剰

の条件が選ばれる。これに対 し,ガ ソリンエ

ンジンではやや燃料が空気 より多い条件が採

用 されてお り(図6参 照),排 気ガス中の酸素

濃度は低 》・。ガソリンエンジンにおける排気

中のNOxは,三 元触媒 と呼ばれている触媒

上で,NOxと 同様排気 中の有害物質 である

一酸化炭素や未燃炭化水素(HC)に より還

元除去 される。 このようにガソリンエンジン

では確立されたNOx除 去技術がディーゼル

エンジンでは採用できないのは大 きな燃焼条

7
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件(あ るいは排気ガス組成)の 差異に起因 し

ている。ディーゼルエンジンにおける空気の

過剰の条件は,処 理すべ き排気ガス量の増大

や排気中の酸素の増大など,排 気ガス浄化技

術によっては妨害因子 となる。 とりわけ高い

酸素濃度が,酸 素 と一酸化窒素の化学的挙動

の類似性から,NOxの 後処理技術の妨害 因

子となることが懸念されている。

以上述べて きた事項 よリディーゼルエンジ

ンの排気特性をまとめ,以 下に示す。

①燃料 として軽油 を使用するか ぎり,今 の と

ころ微粒子が燃え残 りパティキュレー トと

して排出され る。

②排気中には酸素が多量に含まれ る。

③NOxと パティキュレー トの量が トレー ド

オフの関係にある。

2.2デ ィーゼル排気浄化の対策技術

ディーゼルエ ンジンの排出ガス,と りわけ

0・9
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£
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云
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」20・4
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巳

0・2
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0

NOxと パティキュレー トの浄化 の対策 は専

らエンジンの改善によってなされて きた。 ま

た今後 も抑制技術 を含めたエ ンジンの改善

は,排 気浄化 システムを確立す る上では最 も

重要な因子と考えられている。 しか しながら

昨今の高度 な浄化の要請では,内 外の動向で

も観 られるように,後 処理による低減や燃料

の改善 も必要 となってきている。

一般的に米国の排気規制に対する今後の浄

化対策は図7に 示 される様なシステムの組み

合 わせ と後処理によってなされるもの と予測

されている。 しかしなが ら未だ確立 された も

のではない点や 日本では更に厳 しいNOx規

制値が予測されている点など問題 も多い。こ

のような状況下で現在,エ ンジンの改善は勿

論,後 処理技術の開発や燃料の検討 など幅広

い対策の検討が成 されている。これらの対策

技術や要因を表4に 示 した。
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図7米 国の排気規制に対す る今後の浄化の対策

(エ ンジン燃焼改善におけるNOxと パテ ィキュレー トの関係)
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表4デ ィーゼルエンジン排気浄化の検討因子

燃 料 エ ン ジ ン 後 処 理

①軽油組成 ・性状(PM) ①燃料噴射時期抑制(NOx) ①脱硝触媒(NOx)
・硫 黄 分 ②スワール強化(PM) ・接触分解法

・芳香 族分 ③高空燃比化(PM) ・非選択接触還元法

・密 度
〔ター ボ化 〕 ・選択接触還元法

・蒸 留 特性 ④燃料高圧噴射(PM) ② パ テ ィ キュ レー ト

・セ タ ン価 ⑤燃料多孔噴射(PM) トラ ップ(PM)

②燃料添加剤(PM) ⑥吸入空気冷却(NOx) ・触 媒 方式

・燃焼 改 良剤 ⑦排気ガス再循環(NOx) ・フ ィ ル タ ー 方 式

・ス スの着 火温 度
⑧ ハ イ トップ リン グ化(PM)

低下剤 ③その他

③燃料添加物(PM,NOx) ⑨その他

・含酸素化合物

・水

・LPG

*(NOx)NOx低 減方 策

**(PM)パ テ ィキュ レー ト低 減 方策

2.3デ ィーゼル排気浄化に係わる問題点

すでに示 した表4の ディーゼルエンジン排

気浄化の検討因子に沿って問題点や課題 をと

り纒め以下に示 した。

(1)一 般的にディーゼルエンジンの改善によ

る排出ガス浄化技術上の問題点は以下の点

にある。

①NOxと パティキュレー トの両方の低減 を

同時に図る必要がある。

②NOxと パティキュレー トの排出には トレ

ー ドオフの関係がある

③NOxの 低減策は予想外に少ない。 この原

因は,NOxの 低減 が概 してパティキュレ

ー トのみならず燃費とも トレー ドオフの関

係にあるためである。

④エンジンの要求寿命はガソリンより遙かに

厳 しい。

(2)燃 料か らの排出ガス浄化にはつ ぎの問題

点がある。

①一部の例外 を除 くとパティキュレー ト対策

であり軽油組成 ・性状の改善や添加剤の使

用ではNOxの 低減は期待できない。

②硫黄分を除 く軽油の組成 ・性状 は連動 して

お り効果的な対応が取 りに くいばか りでな

く,す でに世界の最高レベルにある日本の

軽油でこれらの組成 ・性状 をさらに改善 し

ようとす ると,製 油所 で膨大なエネルギー

ロスを生 じる。

③燃料添加物の使用や メタノールに代表され

る含酸素化合物での対応 は,NOxや パ テ

ィキュレー トの低減面か らみると有望 とも

みえるが,要 する費用やエンジンの耐久性

など多くの問題が残 されている。

(3)後 処理技術の問題点あるいは要求 される

性能は次のような点がある。

①小型軽量化 を計る必要があ り,シ ステムは

一10一
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簡単なものが望 ましい。

②排気 中の高い濃度の酸素 は,NOxと 酸素

の化学的挙動の類似性か ら,脱 硝技術の妨

害物質 と成 りやすい。(NOx低 減)

③パティキュレー トの着火温度は比較的高い

(520℃ 以上)。 他方,市 街地走行における

排気温度は高 くならない(Max.300℃)。 こ

のため市街地の走行 のみの都市バスなどで

は,パ ティキュレー トの トラップと同時に

着火 させ るための対応が必要 となる。

④蓄積 されたパティキュレー トが着火す ると

極端な高温 となる(1000℃ 以上)。 このため

トラップには優 れた耐熱性 が要求 され る

が,極 端な高温 となることを避けるための

パティキュレー トの燃焼制御などの対応が

必要 となる。 、

表5

⑤エンジンの要求寿命 と同様,ガ ソリン車 よ

り遙かに長い寿命が要求される。

3.わ が国の軽油の特徴 とその背景

ディーゼルエンジンの排気対策か ら波及 し

た軽油の品質の議論は,硫 黄分を中心 とした

組成および燃焼性の因子であるセタン指数の

問題 である。軽油に限らず石油製品の品質は,

それぞれの国や地域における処理原油や精製

設備の相違はもちろん,需 要や供給 システム

などの相違により異なる。そこで,こ こでは

わが国の軽油の品質を欧米 と比較 し,そ の特

徴 を示す とともに,そ の背景にある実情の相

違に言及 した。

3.1わ が国の軽油の特徴

主要国の軽油の性状 を表5に 示す。 この表

主要国の自動車用軽油の性状(平 均値)

'88夏 米 国 ①
87/88冬 英 ② 87/88冬 仏 ② 87/88冬 西 独 ② ,'89冬 日本 ③

密 度(15℃)9/c㎡ 0.8520 0.8470 0.8338 0.8277 0.8351

引 火 点 ℃ 76 69 62 59 73

硫 黄 分wt% 0.26 0.19 0.29 0.22 0.38

動 粘 度cst (40℃)2.78 (20℃)4.90 (20℃)3.82 (20℃)3.31 (30℃)3.882

1)〃(30℃)cst 3.5 3.9 3.0 2.6 3,882

蒸

留

性

状

IBP℃ 188 179 171 174 174

10%℃ 222 『 一 一 220

30%℃ 一 『 一 『 『

50%℃ 264 280 261 245 285

70%℃ 一 一 一 一 一

90%℃ 313 一 一 一 334

EP℃ 340 356 360 356 358

10%残 留炭素分wt% 0,143 一 一 一 一

流 動 点 ℃ 一43～-4 一 一 一 一14

曇 り 点 ℃ 一41～-3 一5 一6 一8 一5

目詰 ま り点 ℃ 一 一15 一18 一26 一9

2)セ タン指 数 45.6 50.8 51.3 49.5 59.7

セタン価 46.2 50.7 50.1 53.0 54.5

注1)動 粘 度(30℃)は 推定 値

2)セ タン指 数 は 米 国 はASTMD4737-87,欧 州 はASTMD976-80,日 本 はASTMD976-66式 に よ る

出所:①NIPER.DIESELFUELOILS.1988霧ETHYLCORP.,EuropeanDieselFuelSurveyWinter1987-1988

EXXONCHEMICALCo.,ADOQUALITYSURVEY-Feb.1987一

一11一



より日本の軽油には次の特徴があることが見

出せ る。

(1)硫 黄分は欧米各国に比べてやや高い。

(2)セ タン指数が高 く,デ ィーゼル機関の燃

料 として最 も優れた組成を有する。

3.2背 景

(1)わ が国における軽油中の硫黄分は,欧 米

をしの ぐ高い脱硫設備の装備率(表6参 照)

に もかかわらず,欧 米各国に比べてやや高い。

この背景には,つ ぎに示す ような実情がある。

①処理原油の硫黄分が高い。(表6参 照)

②脱硫 されやすい灯油留分が冬期の暖房用 と

して引き抜かれる。なおセン トラル ヒーテ

ィング主体 の欧米各国では,軽 油(留 分)

が暖房用 として利用 される。(表6参 照)

③灯油の需要は季節変動が大 きく,需 要期に

軽油の脱硫処理 を圧迫する。(図8参 照)

(2)わ が国における軽油のセタン指数が欧米

より高い背景には下記に示す軽油 を構成する

基材の相違 にある。なお,デ ィーゼル機関の

燃焼性は軽油 のセ タン価 で言 う場合 もある

表6

が,セ タン価は添加剤によって上げることが

可能である。

① 日本の軽油には,欧 米では多量に含まれる

流動接触分解装置(FCC)か らの軽油留

分(LCO:高 芳香族分,低 セタン指数)

がブレン ドされていない。

②セタン指数がやや低い灯油留分のブ レン ド

比率が欧米より小 さい。

4.軽 油中の硫黄分がディーゼル排気やEG

R使 用時のエンジン摩耗耐久性に与える影響

従来よ り軽油の品質,と りわけ硫黄分のデ

ィーゼル排気エ ミッションに与える影響が議

論 されていた。 しか しながら,こ の議論の統

一見解が得 られないまま,1章 で触れた様々

な背景か ら軽油の低硫黄化を求める声が起 こ

った。

わが国における軽油の低硫黄化の要求は,

EGR(排 気ガス再循環)装 置の採用に伴 う

エ ンジンの腐食摩耗による寿命の短縮に対す

る懸念か らである。

主要国における灯 ・軽油生産販売の実態

日 本 米 国 西 独 仏 英 国

(1)原 油硫 黄分wt% 1.47 0.86～1.04 0.93 1.13 一

(2)原 油処理能 力 万B/D 455.2 1611.9 151.8 187.6 180.3

(3)灯 軽油脱硫装置

装備率(対 原油処理)% 30.8 16.9 26.3 12.7 26.8

(4)デ ィーゼル 軽油硫黄分wt% 0.38 0.26 0.22 0.29 0.19

(5)生 産 灯油wt%(硫 黄分wt%) 12。3(0.007) 0.7 0.1 0.1 2.7

㈲ 得率 軽油wt% 24.0* 20.2 39.9 36.6 28.1

中間留分の製造販売実態 製販同一 製造 販売

ジ ェ ッ ト燃 料 ジ ェ ッ ト燃 料 ジ ェ ッ ト燃料

灯 油

軽 油

軽謝 二 〔 二;磁軽油

A重 油

*軽 油13.7wt% A重 油10.3wt%
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このような背景から,当所では,通商産業省

資源エネルk".一一庁の委託を受け,9台 の市販

エンジンを用いた台上試験や シャーシダイナ

モ試験による実験 を,以下の目的で実施 した。

〔目的〕

①軽油の硫黄分変化に伴 うディーゼル排気特

性(排 気ガス組成およびパティキュレー ト

組成の変化)お よびEGR使 用(採 用)時

の影響の調査

②軽油の硫黄分変化に伴 うEGR使 用時のエ

ンジン摩耗耐久性に与える影響の調査

百 万艇
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図8昭 和62年度四半期別の灯 ・軽油の販売量

本章では,こ れらの実験結果のうちの台上

試験の結果 を用いた,軽 油の硫黄分変化に伴

うディーゼル排気特性及びEGRの 効果や悪

影響について述べ る。なお用いたエンジンの

概要 を表7に 示 した。

4.1軽 油中の硫黄分が排気中のNOxに 与

える影響及びEGRの 効果

軽油中の硫黄分が排気中のNOx濃 度に与

える影響 に関 しては,図9に 示 したように,

EGRの 有無に係 わらず認め られない。また,

わが国における正規の測定法で も同様であ

る。(図10参 照)EGR装 着によるNOx低 減

効果は,図11に 観 られ るように大 きい。 しか

しながら,EGR率 の増大に伴いパティキュ

レー トは逆に上昇傾 向があ り(図12参 照),こ

の傾向は負荷の高い条件で著 しい。因みに図

10に おいてEGR時 の結果がないのは,こ の

実験 で採用 した高 いEGR率(図11参 照

25～40%)で はディーゼル6モ ー ド中の高負

荷時のデータがパティキュレー トの異常な増

加のために採取できないことによる。

表7供 試 エ ン ジ ン 概 要

う

ノ
試 験 内 容 排 気 ガ ス 特 性 試 験 摩耗耐久試験

エ ン ジ ンNq エ ン ジ ンB エ ンジ ンC エ ン ジ ンD エ ン ジ ンE エ ン ジン1

エンジン

仕 様

気筒数

排気量

型式

EGR

直6

6500cc

DI

試作

直4

2800cc

DI

"試 作

直4

3600cc

DI

試 作

直6

2800cc

IDI

装 着

直4

3500cc

DI

試 作

図 中記 号

(図9,10,14)

O

EGR時

EGR無

△ ◇ 口 『
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42軽 油中の硫黄分が排気のパティキュ

レー ト及びその組成に与える影響

軽油中の硫黄分が排気のパティキュレー ト

排出量に与える影響 を図13に 示 した。 この結

果から,軽 油中の硫黄分の影響は小さ く,ば

らつきの範囲 ともとれる。 しかしなが ら,パ

ティキュレー ト成分 を観 ると図中下部の硫酸

イオンが軽油の硫黄分の増加に伴い上昇する
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ことか ら,潜 在的にパティキュレー ト排 出量

にも増加傾向があることが示唆され る。

ディーゼルエンジンの燃焼における軽油中

の硫黄分の硫酸 イオンへの転換率は,図14に

示 したように,測 定精度の悪い低硫黄域を除

くと同一エンジンで観 るかぎりほぼ一定 とな

り,軽 油の硫黄分の増加に比例 して硫酸イオ

ン生成量 も上昇す る。
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PM(パ テ ィキ ュ レー ト)とEGR率 の 関 係

パ テ ィ キ ュ レー トは,

Soot),可 溶 性 有 機 成 分(SOF),硫 酸 イ オ

ン(Sulfate)及 び 水 分 で構 成 さ れ て お り,パ

テ ィ キ ュ レー トの 測 定 条 件 に お け る水 分 は,

硫 酸 イ オ ン の1.3倍 と言 わ れ て い る。Wallら

200

150

PM中

の

SOF

ドライスーツ

硫 酸 材 ン100

(mg/mS)

50

0

回車云数:60%)

は軽油の硫黄分に対す るこれ らの成分への影

響が硫酸イオンとこれに吸収された水にす ぎ

ないことを示 している。(図15参 照)

すでに示 した当所 を中心 に実施 された実験

結果(図13)は,現 状の市販エンジンでは軽
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油中の硫黄分 を低減させてもパティキュレー

ト排出量の低減にはほとんど効果の無いこと

を示 しているが,パ ティキュレー ト排 出量 を

5.0

4.5

4.0

転換率3.5

(%)

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

著 しく低減 させ たエンジンでは,生 成 した硫

酸イオンとこれに吸収 され る水がパティキュ

レー ト排出量に影響 を与える場合 も起こ り得

㌔
へ

。

エンジンB

エンジンC

エンジンD

エンジンE

O

△
◇

口

0

00.10・20.30.40.5

硫 黄 分(wt鋤

図14硫 酸 イ オ ンへ の 転 換 率 と軽 油 硫 黄 分

の 関 係(デ ィー ゼ ル6モ ー ド)

ることも示唆 している。

4.3軽 油中の硫黄分がEGR使 用時のエン

ジン摩耗耐久性に与える影響

EGR使 用時における,軽 油中の硫黄分か

ら生成する硫酸のエンジンへの リサイクルに

よる腐食摩耗が懸念されている。硫酸による

腐食摩耗 を懸念 したエンジンの耐久性試験

は,硫 酸が露点以下 となる低温か ちの始動 を

繰 り返すモー ドで行 うべ きと考えちれる。こ

のような条件で実施 したエンジン摩耗耐久性

試験結果の一例 を図16に 示 した。本図は,耐

久性の 目安 をピス トン リングの摩耗量で判断

したものである。

この結果,軽 油の硫黄分の変化に伴い摩耗

量 も変化するがその変化量は小 さく,塩 基価

の高い潤滑油(CD級)で は軽油の硫黄分に

よる変化量を上回る効果が認められ,EGR

による軽油の硫黄分の影響 は潤滑油で対応が

可能 と考 えられた。 しか しながら,EGRに

よる摩耗増大は著 しく,EGRが エンジン寿

命に与える影響が危惧 された。

おわ りに

以上,大 型ディーゼル車の排気浄化をめ ぐ

る実情を軽油の硫黄分 を中心 に述べ てきた

が,問 題の本質は,デ ィーゼル機関の優iれた
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経済性 を維持 し迅速に排気浄化技術 を確立す

ることにある。具体 的な排気浄化技術の問題

点や課題は2章 で述べた とうりである。こう

いった複合技術の迅速,か つ合理的な確立に

は,関 連業界の協力体制が必要不可欠 と考 え

られる。(た むら けいいち 主管研究員)
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米国の環境政策 と代替燃料 自動車について

蓮 池 宏

)

)

石油代替燃料 自動車の研究開発は,従 来,

エネルギー源の多様化 を第一の目的 として行

われて きた。 しか し,1986年 以来原油価格の

鎮静 化と最近の環境問題への関心の高 まりに

より,代 替燃料 自動車の開発は,む しろ環境

対策の重要課題 としてクローズアップされて

きている。

本年(1989年)6月12日,ブ ッシュ大統領

は米国の大気汚染を改善す るべ く,従 来の大

気浄化法(CleanAirAct)の 抜本的改正案を

発表 した1)。この中でも,自 動車の排気ガス対

策が汚染物質削減の大 きな柱 となってお り,

具体策 として石油に代 るクリー ン燃料の導入

がうたわれている。

本稿 では,大 気浄化法改正案 をはじめ とし

た米国における自動車関係の大気汚染対策 と

これに関連 した代替燃料 自動車の動向につい

て述べる。

1.米 国の大気汚染の現状

周知の とお り,米 国は世界で最 もモータ リ

ゼー ションが進んだ国である。伯動車普及台

数はわが国の3.5倍,年 間走行 距離の総計は

5.5倍 に達 してお り,広大な国土を有 している

ものの,都 市部 における大気汚染は深刻なも

のがある。

環境基準が設定されている大気汚染物質の

うち,わ が国では二酸化窒素が最 も問題 とさ

れているのに対 し,米 国では,オ ゾン,一 酸

化炭素およびパティキュレー ト(浮 遊粒子状

物質)が 多 くの都市で環境基準 を満足せず,

(図12),図22))問 題 とされてい る。1985～

1987年 における調査によれば,オ ゾンの環境

基準 を満たしていない都市は全国で81に のぼ

り,1億 人がその環境下で生活しているとい

う。また,一 酸化炭素については50の都市で

環境基準が満たされていない。

2.連 邦 レベルでの環境政策

2.11991年 ディーゼル排気ガス規制

自動車 メーカーに とって最 も早 く具体的な

対応 を迫 られているのは,環 境保護庁(EPA)

が示 している1991年 のディーゼル排ガス規制

である。表1に1991年 の規制内容 を現在のそ

れ との比較で示す。特にパティキュレー トの

排 出基準が非常に厳 しくなっているのが注目

すべ き点である。1991年1月1日 以降の新型

ディーゼル車はこの基準を満たす必要がある。

規制への対応手段 としては,次 の ものが考

えられる。

① 燃料(デ ィーゼル油)の 品質改良

② エンジン改良

③ パティキュレー トトラップの装着

④ 代替燃料エンジン
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図1オ ゾンの環 境基 準未 達成 地 域(1985)2)

図2パ テ ィキ ュ レー トの環 境基 準 未達 成地 域(1985)2)
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表1デ ィーゼル 車排 ガ ス規 制

年 1988 1990 1991

CO 1.3 1.3 1.3

HC 15.5 15.5 15.5

NOx 10.7 6.0 5.0

一

パ ア イ 者β市 バ ス0.10

キュ レー ト 0.6 0.6

そ の 他0.25

(1994年 か ら0.10)

(単 位:g/BHP・hr)

エンジンメーカーの見解によれば,都 市バ

ス以外のディーゼル車 に対す る規制値(0.25

9/BHP・hr)に ついては,① と②の組み合 わせ

によ り対応可能であるが,都 市バスに対する

規制値(0.109/BHP・hr)つ いては③ または④

の手段が必要 とみ られている。

③ と④の比較では,技 術開発の進展度か ら

みると④,具 体的にはメタノールエンジンま

たは天然ガスエンジンの方が実用化に近 いと

思われる。北米における2大 バス用ディーゼ

ルエンジンメーカーのうち,デ トロイ トディ

ーゼル社 ではメタノールエンジン,カ ミンズ

社では天然ガスエンジンの開発が進んでいる

ようである。両社 とも,プ ロ トタイプエンジ

ンでは都市バスに対する規制値のク リアを確

認 してお り,現 在は耐久性テス トと商用モデ

ルの設計の段階に入 っていると思われる。開

発が進めば,91年 にはメタノールバスや天然

ガスバスが市場に登場する可能性がある。

一方,91年 以降 しばらく新型モデル車の発

表を見合 わせ,よ りクリーンなディーゼルエ

ンジンの開発のための時間をかせ ぐという手

段 を予想す る人 もいる。

新 しい規制の発効は1年 後に迫ってお り,

米国のメーカーが どのようなタイミングでど

のような対応策を決定するか,多 くの関係者

が注 目している。

2.2大 気浄化法改正案

環境問題への取 り組みは,ブ ッシュ大統領

の選挙時の公約でもあった。今 回,同 大統領

が提出した改正案は,① 主に石炭火力発電所

を対象 とした酸性雨対策,② 主に自動車を対

象 とした都市大気汚染対策,③ 主に工場やプ

ラン トを対象 とした有毒化学物質対策の三点

が柱 となっている。都市大気汚染については,

オゾン,一 酸化炭素,粒 子状物質に関する環

境基準 を2000年 までにおおむね達成すること

を目標 としている。

代替燃料 自動車の関連で注 目されているの

が,オ ゾン対策の一つ として盛 り込 まれてい

る 「長期 クリー ン燃料計画」である。 その内

容は,自 動車 メーカーに,ク リー ン燃料 自動

車を1995年 に50万 台,1996年 に75万 台,1997

年～2004年 は毎年100万 台生産 し,大気汚染が

特にひどい9都 市(ロ サンゼルス,ヒ ュース

トン,ニ ュー ヨー ク,ミ ルウォー キー,ボ ル

チモア,フ ィラデルフィア,グ レー ター コネチ

カッ ト,サンディエゴ,シ カゴ)に おいて販売

す ることを義務づける,と いうものである。

この計画については,事 前に自動車業界 と

の合意は得 られてお り修正な しに可決 され

る,と いう見通 しが一般的であった。 しか し

最近,産 油州選 出議員か ら,自 動車メー カー

は上記台数のク リーン燃料 自動車の生産能力

を証明すればよ く,実 際に自動車を生産する

義務 はない,と す る修正案が提案されてお り

議論 を呼んでいる3)。自動車 メー カーか らも

クリーン燃料 自動車はガソリン車よ り割高に

なるため需要の減少につながる,と いう声が

出ている。さらに,ク リー ン燃料 自動車 とし

てメタノール/ガ ソリンのFFV(フ ユーエ
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ルフレキシブルビー クル,メ タノールとガソ

リンの任意の混合比率燃料が使用で きる自動

車)が 販売 されて もメタノールが安 く広範に

供給 されなければ消費者がメタノールを使 う

保証はないので,大 気汚染防止の実効が上が

るかどうか疑わ しい,と する意見 もある。

このような議論の一方で,石 油会社 と自動

車 メーカーが共同でクリーンガソリン(メ タ

ノール並みの排ガス性状 を有す るガ ソリン)

の開発 を本格化す る動 きもあ り3),今後の成

り行 きについては予断を許さない状況にある。

なお,同 改正案の可決 は89年 内を目標 とし

ていたが,現 在(89年10月)に おけ る審議の

進行状況か らすると,数 ヵ月の遅れは避け ら

れない見込みである。

3.カ リフ ォル ニ ア州 の 環 境 対 策

3.1州 政 府 に よ る代 替 燃 料 自動 車 導 入 策

カ リフ ォ ル ニ ア 州 は 西 欧 諸 国 や わ が 国 に 匹

敵 す る 自動 車 燃 料 消 費"国"で あ り,ま た ロ

サ ン ゼ ル ス とい う全 米 一 の 大 気 汚 染 都 市 をか

か え て い る こ とか ら,自 動 車 の排 気 ガ ス 規 制

と代 替 燃 料 開発 に つ い て独 自 の政 策 を進 め て

い る。 代 替 燃 料 自動 車 の 開 発,導 入 は,州 政

府 の 一 つ で あ るエ ネ ル ギー 委 員 会(Califor-

niaEnergyCommission)が 中 心 とな り,大

気 資源 局(CaliforniaAirResourcesBoard)

や 後 述 のSouthCoastAirQualityManage・

mentDistrictと 協 力 して推 進 して い る。

CECで は,1970年 代 に 各 種 代 替 燃 料 の 比

較 検 討 を行 い,メ タ ノー ル が 総 合 的 に み て 最

も優 れ て い る と い う結 論 を得 て,以 後,米 国

の み な らず 世 界 を リー ドす る形 で メ タ ノー ル

自動 車 の 開 発,導 入 を推 進 して き た。

メ タ ノー ル 燃 料 導 入 の初 期 段 階 で は,メ タ

ノール供 給網が不十分 であるこ とを考慮 し

て,メ タノールで もガソリンでも走行できる

FFVの 実用化 をまず目指している。現在,

1992年 末 までに少 な くとも5,000台 のFFV

を導入する計画 を進めてお り,フ ォー ド社 と

GM社 が それぞれ2,400台 のFFVを 製造す

ることに合意 している3)。89年12月には,ま ず

210台 のフォー ド製FFVの 導入が予定 され

ている。FFVの 価格はガソリン車に比べて

やや高いが,こ れはCECと ユーザーが分担

して負担す ることになっている。すでに官公

庁や企業か ら210台 をはるかに越えるFFV

の購入希望が寄せ られてお り,ユ ーザー側の

低公害車に対する意識はかなり高いことが う

かがわれ る。

自動車の導入 と同時に,メ タノール供給 ス

テー ションも現在の20ヵ 所か ら50ヵ所に増や

すことが計画 されている。アルコ,シ ェブロ

ンといった石油会社が自社のガソリンステー

ションにメタノールのタンク,デ ィスペンサ

ーを設置 してお り,エ クソンとシェルも最近,

このプログラムへの協力を表明している3)。

これらの政策 とは別に,州 政府は広範な分

野か らの メンバーで構成する 「大気環境 と燃

料に関す る懇談会」 を設置 し,代 替燃料の利

用 を推進す るための戦略 を検討 した4)。その

活動は1989年 の夏に終了 し,基 本的認識 とし

て,代 替燃料の利用は大気汚染低減のための

費用対効果の点か らみて有効な手段である,

ということを確認 した。

また,こ の懇談会においてFuelpoolaver-

agingと いう構想が提案 されている。ζの構

想は,大 気汚染物質の排出に関係の深い燃料

性状(た とえばベ ンゼン含有量)に ついて改

善 目標値 を設定 し,販 売された燃料全体(ガ
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ソリン,デ ィーゼル油,メ タノール,天 然ガ

ス,そ の他すべての 自動車用燃料が含 まれる)

の平均でその目標値 を達成 しようとす る考 え

方である。 目標の達成が容易な業者 と困難な

業者のあいだで売買可能な"ク レジット"と

いう概念 を導入す るのが,こ の構想の ミソで

ある。クレジッ トは目標値よ りクリーンな燃

料 を販売 した場合に与えられ る。ベンゼ ン含

有量(こ れは少ない程 よい)を 例に とると,

目標値以上のベンゼ ンを含むガソリンを販売

しようとす る業者は,ベ ンゼン含有量の少 な

いクリーン燃料(た とえばメタノールや天然

ガス)を 併せて販売するか,ク リーン燃料 を

販売 した他の業者か らクレジヅトを買い取れ

ばよいことになる。

この構想の特徴は,政 府は環境汚染低減の

ための目標 と規制の全体枠は規定するが,燃

料の選択には関与 しないことにある。各業者

は各 自の判断で最適 な投資を行 うことが で

き,ク レジットの売買を通 じて,全 体 として

費用対効果の効率が最 もよく,か つ柔軟性の

ある燃料の組合せが達成できる。先進的な技

術 の開発や新燃料の販売 というリス クに対 し

ては,ク レジッ トという形で報酬が もたらさ

れることも,こ の構想の長所である。

類似の考え方は,CAFE(企 業平均燃費)

規制やガソリンへの鉛添加規制においてすで

に適用 されている。 また,大 気浄化法改正案

の一部や二酸化炭素の排出権構想に もこの考

え方を見 ることができ,環 境汚染防止手段の

選択に市場原理 を導入することは,最 近の一

つの流れになっているといえよう。

なお,カ リフォルニア州のfuelpoolaver-

aging構 想は,現 在,具 体化のための分析 ・検

討 を行 ってお り,法 制化 までには多少時間が

かかると思われる。

3.2ロ サンゼルス周辺地域における大気汚染防止策

カ リフォルニア州 は,大 気汚染 を管理する

上で州を14の地域(AirBasin)に 区分 してい

る。その中で,ロ サンゼルスを中心 とする南部

沿岸地域(SouthCoastAirBasin)は 汚染が

最 も深刻なところである。 この大気汚染に対

処す るため,同 地域に属す る自治体 に よ り

SouthCoastAirQualityManagementDis-

trict(SCAQMD)と いう一種の広域行政機関

が設立されてお り,連 邦政府や州政府 とは別

に独 自の大気汚染防止政策が行われてい

本年(1989年)3月,SCAQMDは2年 余 り

にわたって検討 して きた大気環=境管理計画

(AirQualityManagementPlan)の 最終案5)

を発表 した。

この計画 を実行に移すためには,州 政府 と

連邦政府の承認を受ける必要があるが,す で

に州政府の承認は得 られてお り,連 邦政府の

承認 も90年3月 までに大幅な変更なしに得 ら

れるであろうと予想されている。

計画は2000年 までに連邦政府の大気環境基

準 を達成す ることを目標 ζしてお り,3つ の

期間に区切ってさまざまな対策 を構 ずること

としている。汚染物質の排出規制の対象は自

動車や工場はもちろん,各 種塗料やバーベキ

ュー燃料 まで非常に広範囲にわたっている。

自動車関係では次のような対策が計画されて

いる。

第1期(～1993,既 存技術の最大活用)

保守管理の改善,新 規 自動車に対する排

ガス規制の強化,ガ ソリン蒸気圧基準の強

化,フ リー ト車へのクリーン燃料 自動車の

導入等,合 計19項 目

第2期(～2000,実 証段階にある技術 の利用)
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2000年 までに,乗 用車の40%,貨 物車の

70%,な らびにすべての都市バスをクリー

ン燃料 自動車 とする。

第3期(～2007,革 新技術の導入)

燃料電池,太 陽電池,蓄 電池,超 電導技

術等の進歩により,ほ とんど排ガスの出な

い自動車を開発,実 用化する。

一見 してわかるように,対 策の内容は非常

に ドラマティックなものとなっている。第2

期の 目標 を達成するために必要なクリーン燃

料 自動車の台数は,計 画には明示されていな

いが400～500万 台 と推定 される。これを実現

するための一つの手段 として,SCAQMDは,

フリー ト車所有者にクリー ン燃料 自動車の購

入 ・使用 を義務付け るような規制 を行 うこと

表2

について,州 から許可を得ている。この他に

も,今 後さまざまな規制や補助が必要になる

と思われるが,大 部分は計画が動 き始めてか

ら決定されることになろう。

4.地 球温暖化問題 と代替燃料 自動車

二酸化炭素等による地球温暖化問題は,昨

年(1988年)の トロン トにおける 「大気の変

動 に関す る国際会議」 を一つのきっかけとし

て,に わかに関心が高まってきた。国際的な

場での議論は国別の二酸化炭素排出量規制の

可能性にまで及んでいる。

米国の連邦議会にも,す でに二酸化炭素排

出量の削減 を目的 とした法案がいくつか提出

されているが,現 在の ところ成立す る見通 し

各種 自動車 用燃 料 の温 室効 果 ガス排 出量(1)6)

TOTAL %CHANGE

FUEL/FEEDSTOCK CO、-equivalent permile,rel.

emissions,GT/yr topetrolpum

EVsfromnonfossilelectric 0 一100

hydrogenfromnonfossilelectric 0 一100

CNG/LNG/methanolfrombiomass 0 一100

2xfleetefficiency,to29mpg,petro. 0,668 一50

CNGfromnaturalgas 1,081 一19

EVsfromnewnaturalgasplants ......C 一18

LNGfromnaturalgas 1,135 一15

methanolfromnaturalgas 1,293 一3

EVsfromcurrentpowermix ●。脚 闘C 一1

gasolineanddieselfromcrudeoilb 1,336 o■ ■■o■

EVsfromnewcoalplants ...噸 噸.C 十26

methanolfromcoal,30%incr.eff, 2;013 十51

methanolfromcoal,baseline 2,639 十98

hydridefromcoal 2,677 十100

LH2fromcoa1 3,240 十143

Notes:

aExcludesCFCs
,03,andvehicularN20.CH4andN20convertedtoamountofCO2withsametemperature

effectbymassfactorsofI1.6and175,.respectively.

bpetroleumfuelbaselineassumes1985totalVMTandefficiency
.

cAggregateCO
2-equivale血temissionsdependonthelevelofpenetrationassumedpossibleforEVs.
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表3各 種 自動車 用燃 料 の温 室効 果 ガス排 出量(2)7)

)

Fuel
EquivalentCO2

(grams/mile)a

Equivalent

CO2EmissionsRelativeto

Gasoline(percent)

Dieselfromcrudeoil 360to378 75to79

CNG 357to472 78to94

Methanolfromnaturalgas 414to471 84to101

Gasolinefromcrudeoil 455to507

Methanolfromcoalc 764to891 154to192

aRangedependsonwarmingeffectofCH
4

bRatioofgrams/mileforconsistentwarmingfactors

cDoesnotincludeelectricgenerationfromcoalgasificationwith

methanolcoproduction.

)

の ものはない。 しかし,こ の問題に関する調

査検討は,わ が国に比べれば相 当行われてい

る。代替燃料 自動車の関連では,基 本的検討

として,各 種代替燃料 自動車からの温室効果

ガスの排 出量比較について報告例6)7)があ る。

表2お よび表3に 検討結果の要約を示す。

実用化が最 も近いと考えられているメタノ

ール 自動車 と天然ガス自動車は,温 室効果ガ

スの排出がガソリン車より若干少ないと推定

されている。ただし,メ タノールを石炭から

製造 した場合には1.5～2倍 程度に増加す る。

また,メ タンの温室効果をどの程度 とみるか

σによ
っても,評 価が多少変わってくる。

容易に想像で きることであるが,自 動車か

ちの温室効果ガスの排 出をゼ ロにす る手段

は,水 力,風 力,太 陽,原 子力等,化 石燃料

以外 を一次エネルギー源 とした電気 自動車や

水素 自動車,あ るいはバイオマスを一次エネ

ルギー源 としたアルコール自動車や天然ガス

(メタン)自 動車 といったものである。

もちろん,ガ ソリン車やディーゼル車の大

部分 を短期間に電気 自動車や水素 自動車に転

換す ることや大量のバイオマスを利用す るこ

とは技術的にも経済的に も困難である。数十

年レベルの将来を考えて も,こ れらの 自動車

が本命 である と結論づ け るのは早計 であろ

う。温室効果ガスの排出をゼロにす ることが,

すべての ことに優先するわけではないか らで

ある。 しかし,今 後,代 替燃料 を選択す るう

えで,温 室効果ガスの排出量 を少 なくとも評

価基準の一つ として考慮 しなければならなく

なることは間違いない と思われる。

5.ま と め

米国における代替燃料 自動車の開発 ・導入

は,1986年 以降の原油価格の低迷 によ り一時

期停滞 していたが,最 近,環 境政策の面か ら

その積極的導入が図 られようとしてお り,

1990年 代 中頃には数十万～数百万台の代替燃

料 自動車が導入される可能性 もある。 さらに
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その頃には原油価格の再上昇 も予想、されてお

り,政 策的導入から一気に商業べ一スでの本

格的実用化が始 まることも考えられる。 しか

し一方では,代 替燃料 自動車の経済的競争力

や燃料供給体制整備の遅れを懸念する声があ

るの も事実 である。また,地 球温暖化問題へ

の具体的対応が現実の問題 となれば,状 況は

一層複雑なものとなる。
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このように考 えると,本 稿で紹介 した政策

が数年後 まで原案のまま順調に進む とは考 え

に くく,む しろ相当の変更や新たな政策の追

加が行われる可能性が高い。いずれにしても,

現在 の米国は代替燃料 自動車の実用化に とっ

て非常に重要な時期 を迎 えていることは確か

であり,今後の成 り行 きが大いに注 目される。
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わが国二次電池産業への期待

越 川 文 雄

)

)

1.現 在 に至 る歩 み

二次電池すなわち充電することにより繰 り

返 し使用することができる電池がわが国に於

いて利用 されるようになったのは,明 治時代

(1868-1912)に 入ってからであるが,明 治

末期 には,利 用分野が広が り,電 信電話,鉄

道,自 家用,軍 事用等のほか 自動車用にも用

いられ るようになった。

その製造,修 理については,1890年 代に京

都の島津製作所(後 に日本電池㈱が分離独立

した)に おいて始め られた。国内メーカー と

しては,島 津製作所に加 え1900年 代に入って

間もなく湯浅蓄電池製造所(後 に湯浅電池㈱

となった)が スター トしたが,国 産品が多く

利用 され るようになったのは,第1次 世界大

戦(1914-1919)に より欧米品の入手が困難

になった時期からである。当時は電力会社 に

よる電力供給の信頼度が低かったため,業 務

用,産 業用等の予備電源としての需要が多か

ったようである。なお,ト ヨタ自動車㈱の祖

である豊田佐吉翁は,自 分の織機工場に予備

電源用電池を設置 し,停 電による作業停止を

回避することができたため,そ の重要性 を認

識 し,電 池の技術開発のための奨励金 を出し

たとい うエピソー ドが伝 えられている。

第1次 世界大戦終了後の不況期 には,2次

電池産業は大きな影響 を受けたが,ラ ジオの

普及にあわせて受信機用電池の需要が増 え,

さらに昭和にはいると自動車用電池の需要が

増加 した。その後,わ が国が軍国色 を強める

とともに潜水艦用,戦 車用等の電池を生産 し,

軍需産業 として大 きく発展 した。

この間,技 術開発面では世界的に注目され

た島津式鉛粉製造法(1920年 に発明)を 始め,

多くの成果がえちれ,製 品品質 も先進諸国に

比肩 し得 るものとなった。特に第1次 世界大

戦における ドイツ海軍の潜水艦の活躍に刺激

されて,わ が国海軍が潜水艦用の電池開発に

力を入れ,電 池技術 の発展に大 きく貢献 した

といわれている。

第2次 世界大戦の敗戦により,わ が国2次

電池産業は軍需産業か ら民需産業へ と転換す

ることとなった。戦後最初に比較的大きな需

要 として現われたのは,停 電対策用の電池で

あった。また,ガ ソリン不足に対 しては,天

然ガス自動車等とともに電気 自動車 も数多 く

利用 された。 このようにして戦後の混乱 と復

興に対応 した電池生産が行 われたが,戦 後5

年間の生産活動は,低 迷 を続けた。

朝鮮戦争(1950-1953)お よびそれに続 く

高度経済成長に伴い,2次 電池産業は5年 で

倍増 といったハ イペースで生産規模を拡大 し

た。特にわが国自動車産業の飛躍的発展に伴
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い自動車用鉛電池の需要が急速に伸び,そ の

結果,2次 電池産業は,自 動車関連部品産業

としての色合いを強めることとなった。こう

した生産規模 の拡大 とともに自動車用鉛電池

について大幅に性能向上,コ ス トの低減がは

か られた。

こうした自動車用鉛電池の技術進歩につい

て,電 池1個 当りの鉛使用量の低減状況より

見てみよう。図1に 示すように周期的な変動

をしながら鉛使用量は低減 している。昭和30

年代後半の大幅低減は,電 池重量当 りのエネ

ルギー密度の向上,電 極 の薄型化,セ ル間接

続の合理化等によるといわれている。昭和50

年前後の大幅低減は,格 子体の技術進歩,活

物質の利用率向上等によるもの といわれてい

る。その他関連技術進歩により僅か3年 程度

の間に自動車用鉛電池の重量は,50%以 下に

低減された。こうした奇跡 と思われ るような

小型化,軽 量化がはかられ るとともに,寿 命

も大幅に延伸 し,保守,取 り扱いの面でも非常

に簡便なもの となってきた。 これ ら性能面で

3

皿1酬

霜6

1955 1965

歴 年

1975 1985

図1自 動車用バ ッテリー1個 当 りの使用鉛量の推移

出典 平井,高 橋 共 著 「電 池 の話」(1989年)

の改善項 目を総合的に改善 しようとすると,

相互に両立 しに くいものもあ り,し か も生産

の向上,コ ス トダウンをも併せて図ることは

技術的にみて極めて難 しい問題であったと思

われる。

価格面では,新 車向けの自動車用鉛電池に

ついて昭和35年 に30%,昭 和38年 か らはわが

国における乗用車の輸入 自由化対策 として,

さらに20%の 値下 げが納入先か ら要求 され

た。それに対 して原材料の鉛価格の高騰等の

事情から完全に対応することは出来なかった

ようであるが,大 幅な低価格化が図られた。

図2は,自 動車用鉛電池の総生産高を数量で

割った平均単価の推移を示 したものであ り,

昭和30年 代に大幅な低減が図られている。そ

の後については横ばいとなっているが,物 価

上昇,人 件費の上昇等を考慮すると,生 産拡

大による量産効果だけでな く,実 質的にかな

りのコス トダウン努力が行われたとみるべ き

であろう。

最近では,自 動車用鉛電池が伸び悩む傾 向
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にあるが,電 気,電 子機器関係の技術進歩が

著 しく,と りわけ通信,OA,家 庭用電子製

品等の コー ドレス化が急速に進んでお り,そ

れらの電源 としての小型民生用2次 電池の需

要が急増 している。

図3に 見 るようにその伸びは1980年 代に入

って加速し,自 動車用鉛電池の生産額に追い

つ く勢いを示 している。そのためこの分野で

のメーカー間の競争が激化 してお り,性 能向

上,コ ス トダウン等について前述 した自動車

用鉛電池の需要拡大期 と同様著 しい進歩がみ

られる。図4は,そ のような進歩の一端 を示

億円
3,000

2,500

2,000

し500

1,000

500

2次電池計

自動車用

民 生 用

/
産 業 用

昭和40 45 50 556062

図3わ が国2次 電池生産額の推移

出典(社)日 本蓄電池工業会資料
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工150

尤14。
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建12・
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図4ニ カ ド電 池 の エ ネ ル ギ ー 密 度 の 推 移

出典 江 田 信 夫 「電 池 の ニ ュ ー トレ ン ド」 エ レ ク トロ ニ クス 誌(1989年8月 号)
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す もの で あ る。

2.現 状 と今後の見通 し

現在,2次 電池は,産 業活動,国 民生活の

広い分野で利用されているほか,宇 宙開発,

防衛の面でも重要な役割を果たしている。た

だし,そ の役割の重要性に比 し,製 品コス ト

全体に占める電池のウェイ トは極めて低 く,

わが国の生産金額比率でみると自動車の1.86

%,民 生用電気機器の0.98%,産 業用電気機

器の1.4%を 占めるに過 ぎない。また,用 途別

の電池生産 シェアーは,図3に 示すように自

動車用のウェイ トが圧倒的に大 きくなってい

る。電池種別でみると,鉛 電池が一番 多く,

次いでアルカ リ電池生産の主体 をなすニッケ

ル ・カ ドミウム(略 してニカ ド)電 池が多く

生産されている。

鉛電池については,松 下電池工業,日 本電

日本 の トヨタの場合

池,湯 浅電池,新 神戸電機,古 河電池の5社

が生産 している。 また,ニ カ ド電池のメーカ

ーは,上 述の5社 および東芝電池,本 多電機,

三洋電機,ジ ーエス ・サフ ト,富 士電気化学

の5社 である。

鉛 とアルカ リの電池いずれをも生産テる5

社の概要は,表1の 通 りであ り,日 本電池 と

湯浅電池の2社 以外は大手の電気,電 線会社

の系列会社である。これち5社 は,2次 電池

以外にも1次 電池,電 池応用品,整 流器等の

事業分野を手がけているが,2次 電池のシェ

アーの大 きい企業ほど1人 当 りの売上額が小

さくなっている。

戦後,こ れらの電池メーカーは,自 動車産

業の発展 とともに成長 して来たものであ り,

裾野の広い自動車産業の一翼 を担ってきた。

図5は,わ が国自動車産業の構造 を示 したも

のであるが,2次 電池産業は,タ イヤ,ベ ア

米国GMの 場 合

(外製比 率52%)
●
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(394社)a ラ ジ エ ー タ ー
生 産 事 業 部

自 動 変 速 器
生 産 事 業 部

マテ リアル ハ ン ド
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図5自 動車分業生産体制の日米比較

出典 大島編 「現代 日本の自動車部品工業」(1987年)
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リング,窓 ガラス,電 子機器等を供給する産

業 とともに関連部品メーカーに分類されてい

る。一方,ブ レーキ,ク ラッチ等は,自 動車

専門部品メーカー といわれ る多数の下請け企

業群により供給されている。関連部品メーカ

ーは,専 門部品メーカーに比し,自 動車産業

への依存度 も低 く,自 動車 メーカーの系列 に

属するということもない。

しか し,自 動車会社は激 しい販売競争に耐

え抜 くため,そ の購入部品のコス トダウン,

性能向上等 を重視 してお り,こ うした面での

部品サプライアーに対する姿勢は厳 しいもの

がある。その上,市 場競争が激しいため自動

車会社に供給する新車用電池の収益性は切 り

詰められる傾向にあ り,電 池 メーカー として

は,一 般市販 される補修用電池の収益に大 き

く依存することになる。

わが国は,気 候条件が電池寿命にとって有

利であること,自 動車の年間走行距離が短い

こと(約6,000マ イル,欧 米8,000-10,000マ

イル)等 のため電池の寿命期間が長 くなり,

補修用電池の需要が欧米に比 しかなり小 さく

なっている。従って,電 池生産量に占める割

合が大 きく,そ れだけに自動車会社への依存

度が大 きくなっている。

今後の国内における自動車の新規需要につ

いては,自 動車問題懇談会 の予測に よると

1995年780万 台(年 平均伸び率2.2%)2000年

850万 台(年 平均伸び率1.7%)と 見込まれて

いるが,自 動車の海外現地生産の進展,完 成

車の輸入増大等により,国 内 自動車生産は伸

びず,新 車用の電池需要の伸びは期待できな

い。補修用電池の需要は,保 有台数の増加に

ともない,先 進国の中では一番大 きな伸びを

示 しており,今 後 も増大するものとみ られ,

やがて新車用の需要 と同程度の もの となるで

あろうと推定 されている。

なお,補 修用電池の流通経路は,最 近,ガ

ソリンスタン ド,ス ーパー等のウェイ トが高

まる傾向にあり,低 価格の輸入電池の販売増

につながることも考えられる。1986年 に輸入

関税が撤廃された際には,円高の影響 もあ り,

韓国等新興工業国(NIES)か らの輸入が

急増 した。 しかし,NIES自 体の為替高,

人件費増によ り輸出圧力が弱まってお り,電

池重量が大きいため輸送 コス トもかか ること

か ら輸入電池が大きく伸びることはないであ

ろうという見方が有力である。

電池メーカーは,円 高対応 としてさらには

将来の需要対応として東南アジアを中心に生

産拠点の展開スピー ドを速めてお り,併 せて

わが国自動車会社の欧米進出に ともなって欧

米における現地生産体制 を取るところも出て

きている。

エ レク トロニクスの進展 とともに全世界的

に急速な増大傾向を示 している小形民生用の

ニカ ド電池およびシール鉛電池については,

世界を リー ドするエレクトロニクス産業を持

つわが国の電池メーカーは,製 品開発等の面

で海外のメーカーよりも優利な立場にある。

そのため,円 高に もかかわらずNIESか ら

の輸入の影響 もそれほど受けず,国 内におけ

る生産規模は急速に拡大 し世界のマーケッ ト

に君臨するに至 ってお り,今 後 ともこの傾向

は続 くもの と思われ る。勿論,こ の分野でも

わが国電池メーカーによる海外現地生産が進

展す る方向にあ り,そ の影響を国内生産は受

けることになろう。

産業用の電池は,広 範な分野で利用されて

お り,電 池の種類 も多 くなっている。今後の
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需要は,短 期的には経済活動の好不況に影響

されながら,長 期にはわが国経済成長率程度

の増加が見込まれている。 しかし,そ の伸び

は小型民生用に比 し極めて小 さいものであ

り,産 業用は,生 産金額べ一スで現在民生用

とほぼ同じレベルにあるが,今 後急速に相対

的なレベル低下を来たすであろう。あえて当

面需要増大が見込 まれるものをあげるとすれ

ば,例 えばフォー クリフ トがある。これは既

にかなり普及しているが欧米に比し電池式の

比率が低 く,労 働環境向上へのニーズの高ま

りとともに電池式の利用がある程度進むもの

と期待 される。その他工場省力化 を進めるた

めの無人搬送車用,電 気自動車用 リニヤーモ

ー ターカー等の新交通 システム用 ,通 信,O

A機 器用,電 力用等の分野において多少の需

要増大が見込 まれる。 しか し,こ れらの需要

増が,産 業用全体の需要 を大 きく押 し上げる

までの力は期待できそうもないと見られてい

る。なお,産 業用の場合,販 売後の保守サー

ビス等の問題 もあ り,輸 出入 とも大 きなもの

にはならないようである。

3.海 外 の 動 向

世界の2次 電池の需要は,今 後 とも増大す

ることが見込 まれているが,そ の主要要因は,

民生用の大きな伸びである。 自動車用につい

ては,先 進国での伸びは大 きくな く,発 展途

上国の伸 びに大 き く支 えちれ るこ とになろ

う。また,産 業用については大 きな伸びは期

待できない とみられている。

こうした需要動向を踏 まえ・,先進国の2次

電池産業がどのような対応 をしているかを自

動車用鉛電池 メーカー について概観 してみ

る。

(1)米 国

米国は,欧,日 に比 し使用条件が厳 しいこ

と等によ り電池寿命が短いため,収 益性の高

い補修用 の需要 が大 きなシェアを 占めてお

り,経 営的に恵まれた状況にある。それにも

かかわらず1980年 代前半において,企 業の買

収,工 場閉鎖が進められた。その結果Johnson

Controls,Exide,Delco,Dunlopの4大 メー

カーによる市場 シェアーが増大 し,そ れによ

り生産性の向上,量 産体制の整備が進み,併

せて大需要先へ の交渉力の増大等が図 られ

た。こうした国内の体制整備が一段落 した後,

これら4大 メーカーは,欧 州,韓 国等への進

出を図っている。

(2)欧 州

日本ほ どではないが,新 車用需要の比率が

高 くなってお り,電 池産業に対 し自動車産業

の影響力が大 きくなっているといわれる。 し

か も,電 池 メーカーの数が多く,流 通経路 も

メーカーか ら小売へ直結す るという伝統的な

ものが残 ってお り,経 営基盤強化 を難iしくし

ている。1992年 のEC統 合にむけて業界再編

の動 きが出てきているようであるが,欧 州の

特殊事情か ら米国ほ どの統合は行い得 ないの

ではないか と見られている。

この様 に米国以上に厳 しい状況に置かれて

いるが,欧 州最大の電池 メーカーVarta(西

独)等 は,海 外生産拠点作 りに積極的に取 り

組んでいる。しか し,有 力メーカーChloride

(英)の ようにこれまで海外 に展開していた

電池工場 を売却 し,生 産規模縮小 を余儀な く

されているところもある。

上述の概要からわかるように欧米のメー カ

ーは,経 営的に厳 しい状況に置かれてお り,

業界統合 と海外生産拠点づ くりに活路を求め
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ている。 そのため,企 業全体 としての活力に

騎 りを生 じ研究開発に対する努力も低下する

傾 向にあるとみられ,少 なくとも大量需要に

対応す る量産品については,製 品の品質,信

頼性だけでなく新製品開発力においても欧米

はわが国に比 し相対的に地盤沈下を来た しつ

つあるといわれている。但 し,特 殊用途,特

殊仕様の製品については欧米の方が依然 とし

て優位にあるとみられている。

なお,本 年我々は2次 電池産業の動向につ

いて研究 を行なったが,そ の際欧米の有力2

次電池メーカー4社 に対 して今後の事業展開

等について簡単な面接調査 を行 った。その結

果では,今 後 とも自動車用の需要増に期待す

るメーカー と,マ ーケッ ト拡大が期待できる

分野 として情報通信分野,ビ ル等の非常用電

源分野,電 力負荷平準化分野,民 生小型ポー

タブル分野を挙げ,そ れ らの売上増に期待す

る メー カー と同数 の 回答 を得 た。

4.第3の 柱 づ く り

わが国2次 電池産業(表1参 照)は,戦 前

は軍需産業 として,ま た,戦 後は自動車関連

産業 として発展 し,さ らに最近ではエレク ト

ロニクス関連産業 として大きく成長 しようと

している。今後,自 動車,エ レクトロニ クス

に加 え,そ れらに匹敵する第3の 大きな事業

分野を開拓 し得 るとすれば,特 定産業に依存

す る体質を脱却 し,真 に 自立 した産業 として

の発展基盤 を強固なもの とす ることができる

であろう。社会的ニー ズとしては,電 力負荷

平準化用,太 陽光等 自然エネルギー利用の発

電用,電 気 自動車用等電力関連分野において

強 くなってきてお り,さ らにその分野の延長

線上には今後の社会ニーズの変化,技 術の進

歩により多 くの新たな利用分野が広が ること

表1主 要2次 電 池 メー カー の概要

,

日 本 電 池 湯浅 電 池 松下電池工業 新神戸電機 古河電 池

設 立 年 1917年 1918年 1979年 1948年 1950年

資 本 金(億 円) 107 127 105 24 15

系 列 島津,三 菱 湯浅,三 井 松下 日立 古河

自動車会社持株比率(%) ト ヨ タ4。2 ホ ン ダ2.7
日 産3.9

ト ヨ タ1.6

イ ス ズ1.8

ト ヨ タ1.8

日 産1.1

事 業 分 野

鉛65
ア ル カ リ7

整 流器11

照 明11

他6

鉛72
ア ル カ リ10

整 流器12

他7

1次 電池49
2次 電池44
応用7

電池54
電機10
合成樹脂36

鉛77
アルカ リ12
整流器他11

2次 電池シェァー(%) 72 82 44 54 89

売 上 高(億 円) 88.5決 算747 89.3決 算755 88.3決 算1289 89.3決 算536 89.3決 算267

従 業 員 数 2,573 2,668 2,817 1,283 988

1人 当 り売上高(万 円/人) 2,903 2,830 4,576 4,178 2,702

注;東 洋経済1989秋 会社四季報 による。

ただ し,松 下電池工業 については,第10期 有価証券報告書による。
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が予想 され,こ れらを21世 紀における2次 電

池産業 を支える第3の 柱 としうる可能性が高

まっている。

電力負荷平準化用電池というのは,ピ ーク,

オフピー クの電力需要の差が今後 ますます拡

大す ることが予想されてお り,オ フピー ク時

に充電 し,ピ ー ク時にその電力 を利用 し,電

力需要の平準化に役立てようとするものであ

る。このようなニーズは,と くに日米におい

て強 く,両 国 ともナショナルプロジェク トと

して官民協力 して研究開発 を進めている。 ま

た,自 然エネルギー利用の発電の場合,太 陽

光 なら日射状況により,風 力ならば風の具合

いにより発生電力が変動す るため,電 池によ

り一旦充電し,安 定した電気 として利用す る

必要がある。そのような役割を果たす電池に

っいて もわが国は国主導の研究開発 を進めて

いる。

電気 自動車は,ガ ソリンとエンジンの代わ

りに電池 とモーター を搭載 し,走 行するもの

であ り,走行時排ガスを発生す ることもな く,

騒音の発生 も非常 に少 な くす るこ とが出来

る。従 って,従 来型の公害対策上かちも,最

近関心 を集めている地球温暖 化対策上か ら

も,ま た,省 エネルギー,自 動車用エネルギ

ー多様化,電 力負荷平準化 といったエネルギ

ー対策 としてもその本格的普及が望 ましいも

のとして期待が高 まっている。 しかし,現 状

においては,そ の実現は難 しいとみられてい

る。その最大のネ ックが電池の性能不足 と高

価格であり,新 型電池の技術開発が最重要課

題 となっている。

米国においては,国 と電力業界が協力 して

電気 自動車について研究開発か ら普及活動 ま

で積極的に取 り組んでいる。わが国において

は,㈲ 日本電動車両協会を中心 として普及活

動が行なわれてきたが,研 究開発について も,

最近電力業界において積極的な動きが出て き

てお り,通 産省において も,多 目的バンの開

発に着手したり,新 型電池の開発について前

向きの検討を始めるに至っている。

これ まで も電力関連の需要分野につ いて

は,観 念的一般論 としてそのニーズの重要性

が語 られ,例 外的な少量の需要が用意 されて

きたが,本 格的な需要に結びつ くという具体

的見通 しが得 られない状態にあった。そのた

め,一 般的な2次 電池産業の取 り組み姿勢 と

しては,可 能性は小 さいが将来起 きるか も知

れないビジネスチャンスに対応しうるように

するための探索的な研究開発活動を行な うに

留まらざるをえない状態にあった。今回の欧

米メーカーの調査においても,こ れ ら分野の

マーケットの将来性 については,総 じて厳 し

い見方 をしてお り,こ れ らを第3の 柱に した

い との希望 を述べ るところはなかった。

この様な状況から抜け出し,積 極的な研究

開発や製品開発 を行 なうインセンティブをメ

ーカーに与えるためには,大 きな需要 を当面

具体化することは無理 としても,そ の成果が

かなりの需要に結びつ くとの具体的見通 しを

明らかにすることであろう。この点では,電

気 自動車についての米国における電力会社の

活動や ロサンゼルス市の計画に注 目すべ きで

ある。

即 ち,米 国内のかなりの数の電力会社が協

力 して電気自動車のデモンス トレイション,

普及活動等を行なうEVDC(ElectricVehi-

cleDevelopmentCorp.)と いう専門機関 を設

け,さ らに新たな販売組織の設立 を検討 して

いる。それ とともに100台 程度を目標 とす る試
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用計画を立て,そ の参加を電力会社等に呼び

かけている。ロサ ンゼルス市は10,000台 普及

計画を立て,世 界のメーカーに呼び掛け同計

画で採用する車のコンベを行なっている。そ

の普及に当たっては,資 金助成だけでな く市

内の交通混雑地域 を電気自動車優先使用地域

にする条例制定を検討 している。なお,こ の

計画の実施に当たっては,地 元の電気事業者

が中心的役割 を果たしている。

わが国においても電力関連分野の電池利用

については,前 述のように国とともに電力会

社が真剣に取 り組み始めており,さ らにその

努力を強めようとしている。こうした状況を

踏 まえ2次 電池産業 としても,将 来に大 きな

夢 を託 し,従 来 と異な りこの分野について可

能な限 り最大限の研究開発努力を傾注 してみ

てもらえないだろうか。これまでの皮相的な

考察からすれば,自 動車用や小型民生用の例

にみるように,関 係者の努力次第では技術的

なプレークスルー を達成 し,夢 を現実のもの

とし得 る可能性があ り得 るのではないか と思

われる。2次 電池産業の経営環境は,業 界統

合 を迫られている欧米ほどではないに しても

現状極めて厳 しい状況にあ り,当 面の課題対

応 を優先せざるをえない状況にあるが,将 来

の発展に向かってより積極的な取 り組みを行

なうことが不確定性 を増す21世 紀への対応 と

して重要になってきている。また,そ れによ

り社会的ニーズへの対応が可能 となるとすれ

ば,わ が国のみならず世界にとって も極めて

大 きな貢献をなし得 たこととなる。是非その

ための努力が産学官協力 して強力に行 なわれ

ることを期待 したい。

なお,本 稿 をとりまとめるにあたり,次 の

参考文献より適宜引用 させ て頂 き,ま た,関

係の方々のご指導を頂いた。 ここに深 く感謝

の意を表する。(こ しかわ ふみお 専務理

事)

)

参考文献

ダ イヤ モ ン ド社 編 「産 業 フ ロ ン テ ィ ア 物 語;

蓄 電 池 〈GS日 本 電 池 〉」(1967年)ダ イ ヤ モ ン

ド社

平 井,高 橋 共 著 「電 池 の 話 」(1989年)裳 華 房

P.J.Mclaughlin著 更TheBatteryIndus-

tryBecomesWorldClass"

通産省 自動車課編 「21世紀高度 自動車社会 を

め ざして一自動車問題懇談会 とりまとめ一」

(1989年)通 産資料調査会

大島卓編「現代 日本の自動車部品工業」(1987

年)日 本経済評論社
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レーザ ーデ ィス ク に よ る検 索 シス テ ム につ い ての 御 案 内

当研 究 所 で は,設 立 以 来 エ ネ ル ギー 技 術 デ ー タベ ー ス の 開発 ・研 究 を行 って い ます が,

そ の 一 環 と して 数 年 前 か ら レー ザ ー デ ィ ス ク を利 用 し たデ ー タベ ー ス シ ス テ ム の構 築 を手

が け て い ま す 。 これ は,従 来 ハ ン ドブ ッ クの 形 で収 集 整 理 して い た デ ー タ を,よ り高 度 な

検 索 が 可 能 な シ ス テ ム に 入 力 し,よ り容 易 に か つ 頻 繁 に 利 用 さ れ る こ と を 目的 に して お り,

本 報 は,こ の シス テ ム に つ い て の 説 明 で す 。

ま ず,レ ー ザ ー デ ィ ス ク シ ス テ ム につ い て 説 明 を し ます 。 この シ ス テ ム は 図 表 や 文 章 を

イ メ ー ジ と して レー ザ ー デ ィ ス クに 記 録 し,そ の 記録 した デ ー タ に キ ー ワー ド等 を付 け て

保 存 し,計 算機 に よ り検 索 を行 う シ ス テ ム で す 。 レー ザ ー デ ィ ス ク装 置 に付 属 して い る検

索 シ ス テ ム の検 索 能 力 は あ ま り高 くな い の で,シ ス テ ム 導 入 時 か ら計 算 機 を利 用 した高 度

で容 易 な検 索 シス テ ム の 開 発 を行 って き ま し た が,今 年,そ の 第1バ ー ジ ョン の ソフ ト(名

称:CTOS)と そ の利 用 マ ニ ュ ア ル が 完 成 し ま した 。 こ の ソ フ トの検 索 能 力 は,論 理 検

索 を行 う場 合 を例 に と る と,キ ー ワ ー ド(AND,OR条 件 の 指 定 が 可 能)・ 出典 名 ・発 行

日 ・プ ロ ジ ェ ク ト番 号 ・備 考 欄(文 章 中 の 一 部 分 の 指 定 が 可 能)を 同 時 に用 い た検 索 が 可

能 とな る等,高 度 な検 索 が 容 易 に か つ 高 速 に で き ます 。(図 参 照)

検 索 され た デ ー タ は画 面 上 に表 示 した り,紙 に コ ピー す る こ とが で き るの で,所 外 で デ
ー タ の 入 手 を希 望 され る方 の た め に

,こ れ を郵 送 また は フ ァ ッ ク ス で お 送 りす るサ ー ビ ス

の 可 能 陛が 考 え られ ます 。 ま た,フ ロ ッ ピー デ ィス ク1枚 の 中 に 検 索 ソ フ トとデ ー タ の キ

ー ワ ー ド等 が 入 力 され て い る の で
,こ れ を入 手 して 計 算 機(PC9800)を 利 用 す れ ば イ メ

ー ジ デ ー タ の確 認 以 外 は 利 用 者 の事 務 所 で 検 索 を行 う こ とが で き ま す
。

現 在 は,よ り便 利 な検 索 を 目指 して,上 記 の検 索 ソ フ トの バ ー ジ ョ ン ア ップ を行 っ て お

り,下 記 の テー マ で 改 良 を進 め て い ます 。

① 計 算 機 側 に1画 面 分 の 文 章 欄 を追 加 し,報 告 書 等 の デ ー タ の要 旨 ・目次 を入 力 す る

こ と に よ り,検 索 時 の デ ー タ の 内容 把 握 を容 易 に す る。

② キ ー ワー ドの 階 層 を増 や して,よ り詳 細 な検 索 を可 能 に す る 。

③ 検 索 した デ ー タ群 の キー ワ ー ド等 の 一 覧 表 を出 力 す る様 に し,デ ー タの 整 理 に役 立

て る。

最 後 に,レ ー ザ ー デ ィ ス ク シ ス テ ム に保 存 さ れ て い るデ ー タに つ い て 説 明 し ます 。現 在,

入 力 して い る デ ー タ の種 類 は,当 研 究 所 が 作 成 した 報 告 書 をは じめ と して,他 機 関 の報 告

書 ・書 籍 ・雑 誌 ・新 聞 ・そ の 他 が あ り ます 。 こ れ らは 主 に1つ の文 書 を1件 と して 入 力 し

て い ます が,当 研 究 所 が 作 成 した エ ネ ル ギー 技術 デ ー タハ ン ドブ ッ クの よ り高 度 な検 索 を

・ 目的 に,石 炭 技術 デ ー タハ ン ドブ ッ クの デ ー タ をデ ー タ毎 に キー ワ ー ドを付 け て 入 力 す る

予 定 に して い ます 。 こ の デ ー タ は 目的 とす る デ ー タ を原 則 と して1ペ ー ジ毎 に検 索 す る こ

とが で き ます 。 現 在 の 入 力 量 は千 数 百 件 ・10万 頁 以 上 で あ ります が,入 力 状 況 は未 だ 十 分

とは 言 え な い の で さ ら に 入 力 を継 続 して行

_。_う 予 定 に して い ま す 。
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い ま だ 未 完 成 で あ り ます が,レ ー ザ ー デ

ィ ス ク利 用 デ ー タベ ー ス シ ス テ ム とそ の 試

用 に つ い て ご関 心 の あ る方 は下 記 に 連絡 し

て い た だ け れ ば 幸 い に 存 じ ます 。

連絡先 ㈲エネルギー総合工学研究所
プロジェクト試験研究部 下岡 浩

容03-508-8894

図.論 理検索例
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研究所の うごき
(平成 元年10月1日 ～12月31日)

◇ 第10回 評議委員会開催

日 時:11月10日(金)15:00～17:45

場 所:経 団連会 館(9階)ク リス タル ルー ム

議事 次第

1.昭 和63年 度事 業報 告 及 び収 支 決算

2.平 成 元年 度事 業 計画 及 び収 支 予算

3.「地球 環 境 問題 の最近 の動 向」(報 告:住 友 海

上 火 災保 険㈱ 顧 問 前通 商産 業省 立地 公害 局

長高 木俊毅 氏)

◇ 月例研究会

第65回 月例研 究会

日 時:10月27日(金)14:00～16:00

場 所:幸 ビル(13階)1303会 議 室

議 題:

1.海 外 に おけ る放射 性廃 棄物 処分 のPA問 題 に

つ い て(専 門役 村 野徹)

2.石 炭 をめ ぐる諸 問題(資 源 エ ネル ギー庁 石炭

部 炭業 課長 河面 慶 四郎 氏)

第66回 月例研 究 会

日 時:11月17日(金)14:00～16=00

場 所:航 空会 館6階 中 ホー ル

議 題:

1.二 次 エネ ル ギー の利用 効率 化 に 向けて(資 源

エ ネ ル ギー 庁 公益 事業 部計 画課 技術 班 長 辻

護 信 氏)

2.米 国 の 環 境 政 策 と代 替 燃 料 自動 車 につ い て

(プロ ジェ ク ト試 験研 究部 研 究員 蓮 池宏)

第67回 月例研 究会

日 時:12月22日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会 館6階 中 ホー ル

議 題:

1.今 後 の エネ ル ギー政 策 につ い て(資 源 エネ ル

ギー庁 企 画 調査 課長 中澤 佐市 氏)

2.原 子 炉廃 止 措 置に 関す る最 近 の海外 動 向 につ

い て(プ ロ ジェ ク ト試験 研 究部 副主 席研 究員

三井英彦)

◇ 主なできごと

10月2日(月)第2回 次世代ハウスエネルギー供給

システム作業会開催

第1回 地球深層天然ガス実証性調査

委員会開催

3日 ㈹ 第1回 高度負荷集中制御システム検

討委員会 ・専門部会開催

4日 ㈹ 第5回 シミュレーション技術部会開

催

5日 ㈱ 第3回 エネルギー技術デー タベー

ス ・移動用燃料電池分科会開催

6日 ㈲ 第2回 実用発電用原子炉廃炉技術調

査廃止措置手続分科会開催

12日㈱ 第1回 分散型新発電技術実用化実証

研究に関する調査委員会 ・幹事会開

催

13日㈹ 第1回 高度負荷集中制御システム検

討委員会 ・ロー ドマネージメント分

科会開催

第2回 中小型軽水炉検討委員会開催

第3回 バックエンド勉強会開催

第1回 地球深層天然ガス実証性調査

分科会開催

16日(月)第2回 原子炉総合数値解析システム

実用化委員会開催

19日㈱ 第1回 電気自動車用電池に関する検

討委員会開催

20日㈲ 第2回FBR実 用化方策検討委員会

開催

第2回 運転自動化関連技術調査委員

会開催

第3回 エネルギー需要予測検討委員

会開催

27日㈹ 第1回 高度負荷集中制御システム検

討委員会 ・制御システム分科会開催

第3回 熱流体アナ リシス研究会開催

30日(月)第2回 地球深層天然ガス実証性調査

分科会開催

11月1日 ㈱ 第6回 シミュレーション技術部会開

催

7日(火)第66回 原子力プラント運転の信頼性
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14日 ㈹

15日 ㈱

16日 ㈱

17日 ㈹

20日(月)

21日(火)

22日(水)

24日 ㈲

27日(月)

28日(火)

29日 ㈹

30日 ㈱

12月1日 ㈹

に関する研究会開催

第3回 中小型炉軽水炉検討委員会

W.G.開 催

第2回FBR新 技術F/S実 用化段

階におけるFBRの イメージ化検討

W/G分 科会開催

第1回 マクロ影響評価研究委員会開

催

第3回 運転自動化関連技術調査委員

会開催

第3回 中小型軽水炉検討委員会開催

第2回 社会的側面検討委員会開催

第1回 高度負荷集中制御システム検

討委員会 ・幹事会開催

第2回EDB検 討会開催

第2回 エネルギー技術データベース

体系化法の開発研究石炭技術分科会

開催

第1回 経年劣化調査検討会開催

第1回 火力発電所の大気影響評価技

術実証調査委員会開催

第4回 熱流体アナリシス研究会開催

第2回 ディーゼルエンジンの超低

NOx化 に関する調査委員会開催

第3回FBR新 技術F/S基 盤技術

評価検討W/G分 科会開催

第3回FBR新 技術F/Sシ ステム

概念評価検討W/G分 科会開催

第2回 実用発電用原子炉廃炉技術調

査廃止措置廃棄物再利用分科会開催

第2回 実用発電用原子炉廃炉技術調

査廃止措置物量等分科会開催

第2回 小規模石油燃焼機器の環境適

合性向上に関する調査委員会開催

第1回 分散型新発電技術実用化実証

研究に関する調査委員会 ・分科会開

催

第2回 高度負荷集中制御システム検

討委員会 ・ロー ドマネージメント分

科会開催

第3回FBR実 用化方策検討委員会

開催

第3回 実用発電用原子炉廃炉技術調

査廃止措置手続分科会開催

第3回 原子炉総合数値解析システム

実用化委員会開催

第4回 中小型軽水炉検討委員会W.

G開 催

6日 ㈹ 第7回 シミュレーション技術部会開催

7日 ㈱ 第2回 高度負荷集中制御システム検

討委員会 ・制御システム分科会開催

第2回 次世代ハウスエネルギー供給

システム専門委員会開催

13日困 第5回 バックエンド勉強会開催

第4回 エネルギー需要予測検討委員

会開催

14日㈱ 第4回 中小型軽水炉検討委貝会開催

15日㈹ 第2回 分散型新発電技術実用化実証

研究に関する調査委員会 ・幹事会開

催

18日(月)第2回 経年劣化調査検討会開催

19日㈹ 第3回FBR新 技術F/S実 用化段

階におけるFBRの イメージ化検討

W/G分 科会開催

第2回 マクロ影響評価研究委員会開

催

第4回 運転自動化関連技術調査委員

会開催

21日㈱ 第2回 実用発電用原子炉廃炉技祐調

査委員会開催

第3回 地球深層天然ガス実証性調査

分科会開催

22日㈹ 第3回 社会的側面検討委員会開催

25日(月)第4回FBR新 技術F/Sシ ステム

概念評価検討W/G分 科会開催

◇ 人事異動

010月1日 付

(昇任)

片山優久雄 副主席研究貝プロジェクト試験

研究部部長(化 石燃料担当)に

任命

高倉 毅 副主席研究員プロジェクト試験

研究部部長(新エネルギー担当)

に任命

松井 一秋 副主席研究員プロジェクト試験

研究部部長(原子力担当)に任命
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三井 英彦 副主席研究貝プロジェクト試験

研究部部長(原子力担当)に任命

紺谷健一朗 副主席研究員に任命

012月31日 付

(退任)

プロジェクト試験研究部主管研究員

大原 敏昭(出 向解除)

プロジェクト試験研究部主管研究員

丹呉 良郎(出 向解除)

◇ その他

第4回 確 率論 的安 全 評価(PSA)に 関 す る国

内 シ ンポ ジウムの 開催

日 時:平 成 元年12月4日(月)～6日 ㈱

場 所:虎 ノ門発 明会館 ホール

海 外 出張

(1)高 倉毅 副 主席研 究 員 は,固 体 電 解 質型 燃料 電

池 に関 す る海 外動 向調 査 の ため10月14日 か ら10

月29日 の間,ア メ リカ に出張 した。

(2)三 井 英彦 副 主 席 研 究 員 は,国 際 会 議 「1989

1nternationalConferenceDecommissioning」

参 加 及 び原子 炉廃 止 技術 に関 す る調査 ・技術交

換 のた め,10月22日 か ら11月5日 の 問ベ ル ギー,

西 ドイツ,ア メ リカ に出張 した。

(3)谷 口武 俊 主 任 研 究 員 は,国 際会 議 「Society

forRiskAnnualMeeting」 で の参 加 発表,及

び リス ク研 究 関連機 関 訪問 の ため,10月29日 か

ら11月9日 の 間ア メ リカ に出張 した。

(4)中 野 重夫 主管 研 究員 は,欧 米 にお け る深 層天

然 ガ ス動 向調査 の ため,11月9日 か ら11月26日

の 間,ア メ リカ,カ ナ ダ,ス イス,ス ウェー デ

ンに 出張 した。

(5)松 井一 秋 副主 席研 究 員 は,米 国にお け る次世

代 軽 水炉 開発 状 況 の調査 の ため,11月16日 か ら

11月24日 の間,ア メ リカ に出張 した。

(6)紺 谷健 一朗 副 主席 研 究員 は,地 球 環 境 問題 対

策 のマ クロ経 済 に 与 え る影響 調査 の ため,11月

25日 か ら12月7日 の間,フ ランス,ス ウェー デ

ン,オ ー ス トリア,ス イ スに出張 した。

(7)松 井一 秋 副主 席研 究 員 は,イ ン ドネ シア高等

人材 開発 に関す る調 査 の ため,11月26日 か ら12

月2日 の問,イ ン ドネ シア に出張 した。

(8)大 河 内一 男副 主席 研 究員 は,新 しい メタ ノー

ル合 成 プ ロセ ス開発 動 向調査 の ため,12月4日

か ら12月14日 の間,ア メ リカに 出張 した。

(9)松 井一 秋 副主 席研 究員 は,イ ン ドネ シア高等

人材 開発 に関す る調 査 ため,12月17日 か ら12月

24日 の 間,イ ン ドネ シア に出張 した。
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